
報告第 6号

専決処分の承認 を求めることについて

地方 自治法第 179条 第 1項 の規定によって、別紙のとお り専決処分 したの

で、同条第 3項の規定によりこれを報告 し、承認を求める。

令 和 5年 6月 9日 提 出

長岡京市長 中小路 健 吾



専決第 6号

長岡京市都市計画税条例の一部改正について

長岡京市都市計画税条例 (昭和 39年長岡京市条例第 13号)の一部を別紙

のとお り改正するものとする。

令和 5年 3月 31日 専決

長岡京市長  中小路 健 吾



長岡京市都市計画税条例の一部を改正する条例

長岡京市都市計画税条例 (昭和 39年長岡京市条例第 13号)の一部を次のように改正

する。

附 則

(施行期 日)

1 この条例は、令和 5年 4月 1日 から施行する。

(経過措置 )

2 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の長岡京市都市計画税条例 (以

下 「新条例」とい う。)の規定は、令和 5年度以後の年度分の都市計画税について適用

し、令和 4年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

改正後 改正前

附 則

1 【略】

(法Ш旦堕 ュ』盤ヨユL笙重の条例で定め

る割合)

2 法堕則笙_15生笙■ 2項に規定する条

例で定める割合は3分の 1と する。

(法量退墜E上ユ全査
=二

墜咀の条例で定め

る割合)

3 法附貝」隻ュニ些饉窪ユ旦二に規定する条

例で定める割合は3分の2とする。

(法皿皿笙」髪鶴饉聾重 の条例で定め

る割合)

4 法皿皿狙型壁団艶聾重 に規定する条

例で定める割合は4分の3とする。

5～ 16 【略】

17 法附則第 15条第 1項、笙_笙旦二笙

る割合)

2法 皿旦塵 上ユ条隻』二重 に規定する条

例で定める割合は3分の 1と する。

(法Ш』墜E上二盗ヨ邑■2重の条例で定め

る割合)

3 法国旦遡Ll_ュ盗壼塁
=2重

に規定する条

例で定める割合は 3分の 2と する。

(法Ш旦墜理
=奎

団饉生生重の条例で定め

る割合)

4 法L鵬狂菫ヨ肇墜∠二 に規定する条

例で定める割合は4分の 3と する。

5～ 16 【略】

17 法附則第 15条第 1項、笙上ユ重ニ

第 14項、第 16項から第 18項まで、

1

附 則

:1田各1:

(法 15 33 の条例で定め

13項、第 15項 カヽら第 17項 まで、第

19項、第 20項、 24項 、第 27項 、 第 20項 、第 21項 目 25 項 、 第 28

第 31項 、第 32項 筆 34 項 、 第 35 凰 第 32凰 第 33 項 、第 35項 、第

項 、第 38項 、第 39 項 、第 43項 若 し 36項、第 39項、第 40項若 し生_生菫

くは笙_生ュ菫、第 15条の 2第 2項、第

15条の 3又は第 63条の規定の適用が

ある各年度分の都市計画税に限り、第 2

条第 2項中「又は第 33項」とあるのは

「若 しくは第 33項又は附則第 15条から

第 15条の 3ま で若 しくは第 63条」と

する。

4.4:旦、第 15条の 2第 2項、第 15条
の 3又 は第 63条の規定の適用がある各

年度分の都市計画税に限り、第 2条第 2

項中「又は第 33項」とあるのは「若し

くは第 33項又は附則第 15条から第 1

5条の 3ま で若しくは第 63条」とする。



3 この条例の施行の日から地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正

する法律 (令和 5年法律第 18号)附則第 1条第 2号に掲げる規定の施行の日の前 日ま

での間における新条例附則第 17項の規定の適用については、同項中 「、第 43項若 し

くは第 46項」 とあるのは「若 しくは第 43項」とする。


